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→ 社会福祉事業

・２１年　旧生活保護法 →社会福祉法に。

・２２年　児童福祉法 ・３８年　老人福祉法

・２４年　身体障害者福祉法 ・３９年　母子福祉法

・絶対的貧困 ・相対的貧困

・貨幣ニーズ ・非貨幣ニーズ

明治７年　

恤救規則
じゅっきゅう

↓

昭和４年 昭和２５年

救護法 → 現　生活保護法

契約制度中心

平成１２年

措置制度中心

福祉三法の制定 福祉六法の確立

福祉の変化時系列

戦前

（遠隔的）施設処遇中心 →地域福祉のサービスが展開

・３５年　精神薄弱者福祉法

相互扶助
↓

慈善事業
↓

社会事業

福祉関係八法の改正

施設中心から在宅福祉中心へノーマライゼーションの普及

国際障害者年

昭和２０年

①戦争処理期 ②高度成長期 ③福祉変革期

社会福祉全体の軸 障害者福祉の軸 老人福祉の軸

昭和５６年 平成２年

社会福祉基礎構造改革


